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議案第６１号 平成２４年度習志野市一般会計補正予算(第５号) 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ５１６億４，２１８万３千円 

           補正額   ３億４，８２５万１千円 

           補正後 ５１９億９，０４３万４千円 

 

（歳出概要） ・災害復旧事業（道路） 

・防犯灯事業 

       ・老人保護措置事業 

・障がい福祉課事務費 

・障がい者自立生活支援事業 

・障がい福祉費国県支出金過年度分返還金 

・子どもの医療費等助成事業 

・児童入所施設措置事業 

・地域子ども・子育て支援事業 

       ・児童福祉費国県支出金過年度分返還金 

・こども園整備事業 

・生活保護費国県支出金過年度分返還金 

・交通安全施設維持管理事業 

・市債管理基金積立金 

・職員給与費 

 

２ 繰越明許費 

                          （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金額 

８ 土木費  ２ 道路橋りょう費 災害復旧事業（道路） 33,065 

 

３ 債務負担行為補正 

（追加）                          （単位：千円） 

事      項 期間 限度額 

（仮）実籾５丁目公共施設取得費 ４年 270,000 

 

（変更）                          （単位：千円） 

事      項 
補正前 補正後 

期間 限度額 期間 限度額 

（仮）袖ケ浦こども園整備事業 ２年 950,000 ２年 975,000 
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議案第６２号 習志野市債権管理条例の制定について 

本市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、

公正かつ公平な市民負担の確保及び市の債権管理の一層の適正化を図り、もって

健全な行財政運営に資することを目的に制定するものです。 
 

≪概 要≫ 

対象債権 

条例において「市の債権」とは金銭の給付を目的とする市の権利で

あり、強制徴収債権、非強制徴収公債権、私債権の全ての債権を対

象とします。 

市長の責務 
市長は、法令並びに条例及び規則の定めるところにより、市の債権

の適正な管理に努めなければなりません。 

台帳の整備 
市長は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記

載した台帳を整備しなければなりません。 

滞納者に 

関する情報 

市長は、滞納者情報の相互利用に関する規定を定め、債権管理の適

正化を図るため利用します。 

督促等 必要に応じて督促、滞納処分等を行います。 

延滞金 
強制徴収債権及び非強制徴収公債権については、延滞金の徴収に関

する規定を定めます。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 
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議案第６３号 習志野市からだ・心・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体

で個人の健康を支え守るための社会環境の整備に取り組むまち

づくり条例の制定について 

健康なまちづくりを推進するため、基本理念を明確にし、市、市民、市民活動

団体、事業者及び健康づくり関係者の責務を定めることにより、それぞれが連携

及び協働して、健康なまちづくりに取り組み、もって全ての市民が生涯にわたっ

ていきいきと安心して幸せな生活ができる社会を築くため、制定するものです。 

≪概 要≫ 

基本理念 

市民は、自らの健康に積極的に関心を持ち、心身の状態をより良くす

るよう、主体的に取り組むよう努めるものとします。市、市民活動団

体、事業者及び健康づくり関係者は、市民が継続的に健康づくりを楽

しめるよう、地域社会全体として個人の健康を支え、守るための社会

環境の整備に連携及び協働して取り組むよう努めるものとします。 

連携及び協働 

市、市民、市民活動団体、事業者及び健康づくり関係者は、相互に連

携及び協働を図り、健康なまちづくりに関する施策又は活動を実施す

るよう努めるものとします。 

市の責務 長期計画その他各種施策に関する計画を策定し、これを推進します。 

市民の責務 
個人及び家族の状況に応じた健康づくりを積極的に行うよう努めるも

のとします。 

市民活動団体

の責務 

自らの活動を通して、健康なまちづくりに寄与するよう努めるものと

します。 

事業者の責務 

自らの活動を通して健康なまちづくりに寄与するとともに、従業員及

びその家族の健康づくりのための職場環境の整備に努めるものとし

ます。 

健康づくり 

関係者の責務 

自らの活動を通して保健指導、健康診断、予防接種その他の保健医療

に関する正しい情報を提供し、公平に保健医療に係るサービスの提供

を受けられるよう努めるものとします。 

基本計画 

健康なまちづくりの推進に関する基本的な計画として、 

①からだの健康づくり②心の健康づくり③歯及び口腔
  くう

の健康づくり

④個人の健康を支え、守るための社会環境の整備に関する事項 

について定めます。 

健康な 

まちづくり 

審議会 

健康なまちづくりを推進するため、健康なまちづくり審議会を設置し

ます。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 
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議案第６４号 習志野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介

護予防サービス事業者の指定に関する条例の制定について 

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の制

定により、介護保険法が改正されたことに伴い、指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を条例で定める

こととされたことから、新たに条例を制定するものです。 

 

条例で定める基準 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員 

   ２９人以下とします。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者

の申請者の資格 

   法人とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

議案第６５号 習志野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」（以下「地域主権一括法」といいます。）の制定により、

介護保険法が改正されたことに伴い、指定地域密着型サービス事業の人員、設備

及び運営に関する基準を条例で定めることとされたことから、省令で定められた

基準をもとに、新たに条例を制定するものです。 

 

条例で定める基準のうち、独自基準 

１ 指定地域密着型サービスの事業の一般原則 

地域の包括的な支援に向けて、地域包括支援センター等を連携先に追加

します。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備 

   プライバシーに配慮を図ることができる場合は、定員を４人以下とし、多

床室の整備を可能とします。 

３ 運営規程 

   習志野市暴力団排除条例の施行に伴い、暴力団の排除を事業所の運営規程

に定めることとします。 

４ 記録の整備 

   介護報酬の返還請求期限に合わせた文書保存期間とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 
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議案第６６号 習志野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、介護保険法が改正されたことに伴い、指定地

域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を条例で定め

ることとされたことから、省令で定められた基準をもとに、新たに条例を制定す

るものです。 

 

条例で定める基準のうち、独自基準 

１ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則 

   地域の包括的な支援に向けて、地域包括支援センター等を連携先に追加し

ます。 

２ 運営規程 

   習志野市暴力団排除条例の施行に伴い、暴力団の排除を事業所の運営規程

に定めることとします。 

３ 記録の整備 

   介護報酬の返還請求期限に合わせた文書保存期間とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

議案第６７号 習志野市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律」が改正されたことに伴い、国の省令で定めていた基準を国の定める

基準を参酌して市の条例で定めることとされたことから、新たに条例を制定する

ものです。 

 

条例で定める基準 

１ 移動等円滑化（バリアフリー化）のために必要な特定公園施設の設置に関す

る基準 

   国の基準と同様とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 
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議案第６８号 習志野市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例の

制定について 

地域主権一括法の制定により、道路法等が改正されたことに伴い、国の政令及

び省令で定めていた基準を国の定める基準を参酌して市の条例で定めることとさ

れたことから、国の基準をもとに、新たに条例を制定するものです。 

 

条例で定める基準 

１ 市道の構造の技術的基準 

   国の基準と同様とします。 

２ 市道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法 

   次に掲げるもののほかは、国が定める基準と同様とします。 

   独自基準：警戒標識については、道路の形状等により必要があるときは、

交通の安全と通行の円滑に支障のない範囲内で、２分の１まで

縮小できることとします。 

３ 移動等円滑化（バリアフリー化）のために必要な道路の構造に関する基準 

  国の基準と同様とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

議案第６９号 習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され

たことに伴い、国の省令で定めていた基準を国の定める基準を参酌して市の条例

で定めることとされたことから、改正するものです。 

 

条例で定める基準 

１ 一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に関する基準 

  国の基準と同様とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 
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議案第７０号 習志野市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、都市公園法が改正されたことに伴い、国の政令

で定めていた基準を国の定める基準を参酌して市の条例で定めることとされたこ

とから、改正するものです。 

 

条例で定める基準 

１ 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準 

   国の基準と同様とします。 

２ 公園施設として設けられる建築物の建築面積割合に関する基準 

   国の基準と同様とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

 

議案第７１号 習志野市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、下水道法が改正されたことに伴い、国の政令で

定めていた基準を国の定める基準を参酌して市の条例で定めることとされたこと

から、改正するものです。 

 

条例で定める基準 

１ 公共下水道の構造の技術上の基準 

   国の基準と同様とします。 

２ 終末処理場の維持管理に関する基準 

   国の基準と同様とします。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 
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議案第７２号 習志野市営住宅等の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、公営住宅法等が改正されたことに伴い、国の政

令及び省令で定めていた基準を国の定める基準を参酌して市の条例で定めること

とされたこと及び福島復興再生特別措置法における居住制限者に対する特例規定

等を追加することから、改正するものです。 

 

１ 地域主権一括法の制定に伴い次の基準を定めます。 

条例で定める基準 

(１) 市営住宅及び共同施設の整備基準 

     国の基準と同様とします。 

(２) 入居者資格のうち入居収入基準 

    従前の国が定めていた入居収入基準と同様とします。 

    入居収入基準 １５万８千円 

（特に居住の安定を図る必要がある場合は、２１万４千円） 

 

２ 福島復興再生特別措置法に規定されている居住制限者に対する市営住宅等へ

の入居者資格の特例に関する規定を追加します。 

 

３ 新規に整備した泉団地の駐車場に関する規定を追加します。 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

 

議案第７３号 習志野市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

地域主権一括法の制定により、地方公営企業法が改正されたことに伴い、資本

剰余金の処分について条例で規定するため、改正するものです。 

 

（改正の概要） 

 地方公営企業法の規定により政令で定められていた資本剰余金の取崩しについ

て、条例又は議会の議決で定めることとなりました。 

資本剰余金の取崩しについて、従前と同様の会計処理を引き続き行うため、政

省令に準じた規定を条例に規定するものです。 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。平成２４年度決算から適用となります。 
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議案第７４号 習志野市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

地域主権一括法の制定により、水道法が改正されたことに伴い、国の政令及び

省令で定めていた基準を国の定める基準を参酌して市の条例で定めることとされ

たことから、改正するものです。 

 

条例で定める基準 

１ 水道の布設工事監督者を配置する工事の範囲 

   国の基準と同様とします。 

２ 水道の布設工事監督者、水道技術管理者の資格基準 

   国の基準と同様とします。 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

議案第７５号 習志野市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画（第１期計画）」

に基づき、習志野市立若松保育所及び習志野市立袖ケ浦第二保育所を私立化する

ため、これらの保育所を条例から除く改正をするものです。 

名称 位置 

習志野市立若松保育所 習志野市東習志野２丁目１３番２号 

習志野市立袖ケ浦第二保育所 習志野市鷺沼１丁目１４番１６号 

 

（施行期日） 

平成２５年４月１日から施行します。 

 

議案第７６号 習志野市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の

制定について 

 平成２５年２月１日から町の区域及び名称を変更することにより、習志野市立

第一中学校の住所が変更されるため、改正するものです。 

改正前の位置 習志野市谷津６丁目４番１号 

改正後の位置 習志野市奏の杜１丁目１３番１号 

 

 （施行期日） 

 平成２５年２月１日から施行します。 
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議案第７７号 習志野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

平成２５年２月１日から町の区域及び名称を変更することにより、習志野市中

央消防署の管轄区域に「奏の杜１丁目から３丁目まで」を追加するものです。 

 

 （施行期日） 

 平成２５年２月１日から施行します。 

 

議案第７８号 財産の無償貸付けについて（若松保育所用地） 

若松保育所の私立化に伴い、保育所用地を無償で貸し付けるものです。 

 

１ 貸付けに供する土地の表示 

所 在 地 番 地 目 地 積 

習志野市東習志野２丁目１番３０ 宅 地 ３，９６８．４２㎡ 

２ 貸付けの目的 保育所用地 

３ 貸 付 料 無償 

４ 貸 付 期 間 平成２５年４月１日から３０年間。 

ただし、更新することができるものとし、 

最初の更新は２０年間、その後は１０年間ごととする。 

５ 貸付けの相手方 船橋市鈴身町６３０番地２ 

社会福祉法人 すずみ会 

           理事長  田 口  賢 

 

議案第７９号 財産の無償貸付けについて（袖ケ浦第二保育所用地） 

袖ケ浦第二保育所の私立化に伴い、保育所用地を無償で貸し付けるものです。 

 

１ 貸付けに供する土地の表示 

所 在 地 番 地 目 地 積 

習志野市鷺沼１丁目１８番７ 宅 地 ２，６４５．５５㎡  

習志野市鷺沼１丁目１８番１７ 宅 地 ８２．９６㎡  

合  計 ２，７２８．５１㎡  

２ 貸付けの目的 保育所用地 

３ 貸 付 料 無償 

４ 貸 付 期 間 平成２５年４月１日から３０年間。 

          ただし、更新することができるものとし、 

          最初の更新は２０年間、その後は１０年間ごととする。 

５ 貸付けの相手方 千葉市緑区土気町１６２６番地５ 

社会福祉法人 千葉明徳会 

           理事長  福 中 儀 明  
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議案第８０号 市道の路線認定及び廃止について 

 今回、認定する路線は１路線、廃止する路線は１路線です。 

 

 認定 １路線  

認 定 理 由 路 線 名 

開発行為に伴うもの 東習志野５丁目  １１－０８３号線 

 

 廃止 １路線 

廃 止 理 由 路 線 名 

道路機能がないため 鷺沼５丁目    ０６－１６１号線 

 

 

議案第８１号 指定管理者の指定について（谷津バラ園等） 

 

（指定管理者） 

  東京都墨田区押上一丁目１２番１号 

  京成バラ園芸株式会社 

  （八千代市大和田新田７５５ 八千代営業所） 

   八千代営業所長 清 水 健 司 

 

（指定の期間） 

  平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで（５年間） 
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議案第８２号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（反訴の提起について） 

 平成２３年１２月９日に発生した交通事故に関し、平成２４年８月１日付けで

有限会社鈴木産業より藤沢簡易裁判所に提起された、本市を被告とする平成２４

年（ハ）第８７４号損害賠償（交通）請求事件について反訴を提起するに当たり、

特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分したため承認を求めるものです。 

 

１ 相手方（反訴被告）  

 （１）神奈川県藤沢市用田１１１７番１ 

    有限会社鈴木産業  

    代表取締役 鈴木 正男 

 （２）神奈川県海老名市●●●●●●●● 

    ●● ●● 

 

２ 請求の趣旨 

 （１） 相手方は、市に対し、金１２９，０９３円及びこれに対する平成２３

年１２月９日から完済に至るまで、年５分の割合による金員を支払え。 

 （２） 訴訟費用は、相手方の費用とする。 

 

（専決処分日） 

 平成２４年１１月２日 

 

議案第８３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２４年度習

志野市一般会計補正予算（第４号）） 

衆議院の解散に伴い、衆議院議員選挙に係る経費を必要としましたが、特に緊

急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分をしたため承認を求めるものです。 

 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ５１５億９,４３９万４千円 

           補正額     ４,７７８万９千円 

           補正後 ５１６億４,２１８万３千円 

 

（歳出概要） ・職員給与費 

       ・衆議院議員選挙 

（専決処分日）  

平成２４年１１月１６日 
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議案第８４号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関

する協議について 

千葉県市町村総合事務組合の構成団体である「大網白里町
、
」が、平成２５年１

月１日から市制施行し、「大網白里市
、
」になるため、規約中、組合を組織する地

方公共団体に関する規定及び共同処理する事務に係る共同処理する団体に関する

規定について、千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正を行うものです。 

 この規約改正については、地方自治法第２８６条第１項の規定により、関係地

方公共団体との協議が必要であり、同法第２９０条の規定によりこれを市議会に

提案するものです。 

 

 （施行期日） 

 平成２５年１月１日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


